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議案第２号

取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例について

取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定

する。

平成２９年３月１日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市市民活動支援センターを取手市役所藤代庁舎内に移転するとともに，これ

までの利用実績及び今後の市民活動事業の進展を見据え，同センターを公の施設と

して位置付け，当該施設の設置及び管理に関する事項を定めるため，本条例を制定

するものです。
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取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例

（設置）

第１条 本市における市民活動（市民及び市民団体の自発的で営利を目的としない

社会貢献活動をいう。以下同じ。）に係る情報収集，意見交換等の活動の場を提供

することにより，市民活動を支援し，もって協働によるまちづくりを推進するた

め，取手市市民活動支援センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 センターの名称及び位置は，次のとおりとする。

（事業）

第３条 センターで行う事業は，次に掲げるものとする。

（１）市民活動に関する啓発及び相談に関すること。

（２）市民活動に係る情報の提供及び当該情報を交換する場の提供に関すること。

（３）市民活動を支援するための事業の実施に関すること。

（４）市民活動に関する調査及び研究に関すること。

（５）センターの施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持及び管理に関する

こと。

（６）前各号に掲げるもののほか，センターの設置の目的を達成するために必要な

事業

（開館時間及び休館日）

第４条 センターの開館時間は，午前９時から午後４時までとする。

２ センターの休館日は，次に掲げる日とする。

（１）日曜日及び月曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

３ 前項第１号の規定にかかわらず，毎月の第１日曜日又は第３日曜日であって，

当該日の８日前（その日が休館日である場合にあっては，その直前の開館日）ま

でに，規則で定める手続により会議室の仮予約が行われたときは，当該仮予約が

行われた時間帯に限り開館する。

４ 市長は，特に必要があると認めるときは，第１項に規定する開館時間及び第２

項に規定する休館日を臨時に変更することができる。

（利用の範囲）

第５条 施設等を利用することができる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

名称 位置

取手市市民活動支援センター 取手市藤代７００番地
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する。

（１）市内で市民活動を行うために施設等を利用しようとする個人又は団体

（２）前号に掲げるもののほか，第１条に規定する設置の目的に照らし，市長が適

当と認める者

（行為の禁止）

第６条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は，次に掲げる行為をし

てはならない。

（１）第１条に規定する設置の目的に反する行為

（２）公の秩序又は善良の風俗に反する行為

（３）他の利用者に危害を及ぼし，又は他の利用者の迷惑となる行為

（４）施設等を損傷し，汚損し，又は滅失する行為

（５）前各号に掲げるもののほか，センターの管理上支障があると認められる行為

（利用の許可）

第７条 利用者は，施設等を利用しようとするときは，あらかじめ市長に申請し，

その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても，

同様とする。

２ 市長は，前項の許可に際し，管理上必要があると認められるときは，条件を付

することができる。

（利用の不許可）

第８条 市長は，前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれか

に該当するときは，施設等の利用を許可しないことができる。

（１）第６条各号に規定する行為に該当するおそれがあると認められるとき。

（２）前号に掲げるもののほか，市長が施設等の利用を不適当と認めるとき。

（権利の譲渡等の禁止）

第９条 利用者は，施設等の利用の許可に係る権利を譲渡し，又は転貸してはなら

ない。

（設備の変更等の禁止）

第１０条 利用者は，施設等に特別の設備を設置し，又は変更を加えてはならない。

ただし，あらかじめ市長の許可を受けた場合にあっては，この限りでない。

（利用許可の取消し等）

第１１条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，利用

の許可を取り消し，利用を停止し，若しくは制限し，又は退館を命ずることがで

きる。

（１）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（２）偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

（３）第７条第２項の規定により付された利用の条件に違反したとき。



- 4 -

（４）前３号に掲げるもののほか，市長が施設等の管理上特に支障があると認める

とき。

（原状回復の義務）

第１２条 利用者は，施設等の利用を終了したときは，利用した施設等を原状に回

復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され，利用を停止

され，若しくは制限され，又は退館を命じられたときも，同様とする。

（損害賠償の義務）

第１３条 利用者は，その責めに帰すべき理由により，施設等を損傷し，汚損し，

又は滅失したときは，その損害を賠償しなければならない。

（委任）

第１４条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規

則で定める。

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年８月１日から施行する。

（取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例の一部改正）

２ 取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例（平成２０年条例第３２

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。

改正後 改正前

別表(第 2条関係) 別表(第 2条関係)

(1)から(19)まで (略) (1)から(19)まで (略)

(20) 取手市市民活動支援センターの

設置及び管理に関する条例(平成

29 年条例第 号)

(21) (略) (20) (略)


